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学務課長 齋藤　彰仁 指導主事　 黒田　清子

学務課長補佐 須藤　早苗 指導主事 黒澤　正樹

生涯学習課長 福嶋　晃 学務課主任 田村　充

　(1) 教育長報告

　(2) 学務課長報告

　(3) 生涯学習課長報告

　(4) 指導主事報告

５　議　題

　第２０号議案　神川町立幼稚園設置条例施行規則の一部を改正する規則について

６　神川町立小学校の適正規模・適正配置に係る基本方針（案）について

１　開　会　　　　　

２　前回会議録の承認について

開 催 年 月 日 開 催 場 所 令和４年１１月３０日 神川町役場２階第一会議室

開 議 時 刻 及 び 宣 言 者 午 後 ２ 時 ５ ５ 分 教 育 長 福 嶋 慶 治

閉 議 時 刻 及 び 宣 言 者 午 後 ４ 時 ０ ３ 分 教 育 長 福 嶋 慶 治

議　　　長 教育長　福 嶋 慶 治
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氏　　　　　名
出　欠

３　教育長あいさつ

４　教育委員会報告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神川町役場２階会議室

出　欠

７　その他

○　× ○　×

令和４年第１０回神川町定例教育委員会次第

氏　　　　　名

1 西 村 享 ○ 4 渡 邉 孝 広 ○

3 川 野 順 也 ○

2 中 島 と も 代 ○

次　　第

令 和 4 10

定 例 教 育 委 員 会 会 議 録

神 川 町 教 育 委 員 会

招 集 年 月 日 招 集 者 令和４年１１月１０日 教 育 長 福 嶋 慶 治



８　次回以降定例教育委員会等の日程について

　　○令和４年　第１１回神川町定例教育委員会

　　　日　時　令和４年１２月２２日（木）　午後３時から

　　　会　場　神川町役場２階第１会議室

　　○令和５年　第１回神川町定例教育委員会

　　　日　時　令和５年　１月　　日（　）　午後３時から

　　　会　場　神川町役場２階第１会議室

1 開　会

2 前回会議録の

承認について
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　どう学校に指導しているかを見学に来る。
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①　教育長は，あいさつ時に報告も兼ねていたため、特になし。

③　生涯学習課長が１２月の行事予定について説明を行った。

　　でオンライン文化祭を開催していると報告。カルタ大会も今年度も中止となったと

　　率も調査しており、中学校３年生は英語は県の平均点には届かなかったが、伸び率
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　　は大きいと報告を行った。

・県の学力調査で埼玉県内で神川町の６年生は国語、算数が１位、５年生が国語１位、

　神川中１年生は数学１位となった。

　　報告を行った。

議　題

添付資料
　第３期神川町教育振興基本計画（案）

９　閉　会

学務課長 　令和４年第１０回定例教育委員会の開会を宣言する。

　前回会議録の署名をいただき、その後承認を得る。

・１２月１日丹荘小学校に国立教育政策研究所の千々布氏が来校し、北部教育事務所が

教育長あいさつ

　予定表、ふるさと歴史講座チラシ、議案資料

第２０号議案

　　次に１１月５日、６日に行った町民文化祭に３３０人の来客。また、１２月４日ま

学務課主任

　とは言えない時代だが、増えてしまった。また、いじめの数も増えている。

　教育長が挨拶及び報告をする。

教育委員会報告

・１２月1日議会全員協議会で小学校の統廃合について説明を行う。

④　指導主事（黒田）が県学力調査では平均点の順位を見るだけではなく、学力の伸び

　

　　１２月２３日の行事予定の説明を行った。

②　学務課長が１１月２日から１１月３０日の行事報告を行い、次に１２月１日から

・全国で不登校の子どもが２４万人も増えた記事を新聞で読み、ストレスや無理に登校
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　　交流を行う。」など、できることを文章で入れたらどうか。

・今後のスケジュールの欄に「校章・校歌検討・作成」とできることを入れたらわかり

　ではないか。
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　 　　○令和４年第１１回神川町定例教育委員会

　　　日　時　令和４年１２月２２日（木）　午後３時から

　　　会　場　神川町役場２階第１会議室

　　○令和５年第１回神川町定例教育委員会

　　　日　時　令和５年　１月２５日（水）　午後３時３０分から

　　　会　場　神川町役場２階第１会議室

・「各小学校で行っている社会科見学事業を他校と一緒に行う」、「ネットを通しての

　やすいのではないか。

　感じやすい文になるのではないか。

　園」または「幼」でもよいので、入れたほうが幼稚園、小学校、中学校が近く

（意見）

神川町立幼稚園設置条例施行規則の一部を改正する規則について

　承認委員全員

の通園を認めるという規定等を整備するものです。

改正するものです。

　この規則は、神川幼稚園の定員や入園等の手続きのほか、教育活動の内容等について

定めたものです。

　今回の改正は、町内の小学校・中学校に準じまして、幼稚園に通う園児が町外に住所

を移した場合に、学期末や年度末など、ある一定の期間までは、引き続き神川幼稚園へ

小学生・中学生と同じように、町外に転出した後も、子供さんを引き続き神川幼稚園

に通わせたいといった方もいます。こうした方のご要望に応えるため、今回規則を

次回定例教育

　協議の結果、次のとおり決定する。

その他

課長補佐 「第３期神川町教育振興基本計画（案）」が作成できた。次回の定例教育委員会で意見

について

基本方針（案）

適正配置に係る

神川町立小学校

の適正規模・

・文章のなかに、教育委員会が小学校だけではなく、幼稚園も管轄しているので「幼稚

委員会等の日程

・文章中、「など」「等」が多いと思われる。

・子どもたち、児童と両方文章に使われているので、「児童」と統一したほうがよいの

・この方針をうまく使用し、丁寧でわかりやすい説明をしていくべきと思う。

をいただき、教育委員会としての意見をまとめ、来年１月に総合教育委員会を開催し、

町長部局との案を固めていきたいので、目を通していただきたいと依頼する。

について
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令和４年１２月２２日

　教育長職務代理者

　教育委員

　教育委員

閉　会

　

　上記会議録に相違がないことを署名する。

　教育委員

　第１０回神川町定例教育委員会の閉会を宣言する。学務課長


